
 
 

 
 

 
 

1頁 

○
総
務
省
告
示
第 

 
 

号 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
総
務
省
令
第
十
五
号
）
別
表
第
一
号
二
の
規
定

に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
総
務
省
告
示
第
九
十
九
号
（
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
試
験
方
法
を
定

め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

令
和 

 

年 
 

月 
 

日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総
務
大
臣 

村
上
誠
一
郎 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
下
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 



 

2頁 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

別
表

第
七

号
 

無
線

設
備

規
則

第
四

十
九
条

の
六

の
九

、
第

四
十

九
条

の
六

の
十

、
第

四
十

九
条

の
六

の
十

二
又

は
第

四
十

九
条

の
六
の

十
三

に
規

定
す

る
方
式

の
無

線
設

備
を

使
用

す
る

端
末

機
器

の
試

験
方

法
 

別
表

第
七

号
 
無

線
設

備
規

則
第

四
十

九
条
の

六
の

九
、

第
四

十
九

条
の

六
の

十
、
第

四
十

九
条

の
六

の
十

二
又

は
第

四
十

九
条

の
六

の
十

三
に
規

定
す

る
方
式

の
無

線
設

備
を

使
用

す
る

端
末

機
器
の

試
験

方
法

 

［
一

～
十

二
 

略
］

 
［

一
～

十
二

 
同

左
］

 

十
三

 
非

常
時

事
業

者
間
ロ

ー
ミ

ン
グ

機
能

 
［

新
設

］
 

 
１

 
自

動
接

続
 

 

 
 

㈠
 

測
定

用
機
器

は
、

次
の

と
お

り
と
す

る
。

 
 

 
 

 
⑴

 
自

網
（

端
末

設
備

等
規

則
第
三

十
二

条
の

二
十

四
の

二
に

規
定

す
る

自
網

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

相
当

の
L
T
E
設

備
用

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

（
以
下
「

自
網

相
当

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

」
と

い
う

。
）

 

 

 
 

 
⑵

 
救

済
網

（
端

末
設

備
等

規
則

第
三

十
二

条
の

二
十

四
の

二
に

規
定

す
る

救
済

網
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
相
当

の
L
T
E
設
備

用
シ

ミ
ュ

レ
ー
タ
（

以
下

「
救

済
網

相
当

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

」
と

い
う

。
）

 

 

 
 

㈡
 

測
定

回
路
ブ

ロ
ッ

ク
図

は
、

以
下
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 

           

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

㈢
 

測
定

手
順
は

、
以

下
の

と
お

り
と
す

る
。

 
 

 
 

 
⑴

 
自

網
相

当
シ

ミ
ュ

レ
ー

タ
か
ら

自
網

で
の

待
受

を
許

可
す

る
報

知
情

報
を

含
む

信
号

を
送

出
し

、
救

済
網

相
当

シ
ミ
ュ

レ
ー

タ
か

ら
救

済
網

で
の
待

受
を

不
許

可
と

す
る

報
知

情
報

を
含

む
信

号
を

送
出

す

る
。

 

 

 
 

 
⑵

 
被

検
機
器

が
自

網
相

当
シ

ミ
ュ
レ

ー
タ

に
接

続
さ

れ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 
 

 
 

 
⑶

 
自

網
相
当

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

か
ら
の

信
号

の
送

出
を

停
止

す
る

。
 

 

 
 

 
⑷

 
被

検
機
器

が
救

済
網

相
当

シ
ミ
ュ

レ
ー

タ
に

接
続

し
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

 

 
 

 
⑸

 
救

済
網

相
当

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ
か

ら
救

済
網

で
の

待
受

を
許

可
す

る
報
知

情
報

を
含

む
信

号
を

送
出

す

る
。

 

 

 
 

 
⑹

 
被

検
機
器

が
救

済
網

相
当

シ
ミ
ュ

レ
ー

タ
に

接
続

す
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 
 

 
２

 
認

証
を

行
わ

な
い
緊

急
通

報
 

 

 
 

㈠
 

測
定

用
機
器

は
、

救
済

網
相

当
シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

と
す

る
。

 
 

 

被
検
機
器
 

 

自
網
相
当
 

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
 

Ｒ
Ｆ
カ
ッ
プ
リ
ン
グ

 

又
は
コ
ネ
ク
タ
接
続

 

 

救
済
網
相
当
 

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
 



 

3頁 

 
 

㈡
 

測
定

回
路
ブ

ロ
ッ

ク
図

は
、

以
下
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 

     

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

㈢
 

測
定

手
順
は

、
以

下
の

と
お

り
と
す

る
。

 
 

 
 

 
⑴

 
救

済
網

相
当

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ
か

ら
救

済
網

で
の

待
受

を
不

許
可

と
す

る
報

知
情

報
を

含
む

信
号

を
送

出
す

る
。

 

 

 
 

 
⑵

 
被

検
機
器

が
救

済
網

相
当

シ
ミ
ュ

レ
ー

タ
に

接
続

し
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

 

 
 

 
⑶

 
救

済
網

相
当

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ
か

ら
緊

急
時

用
の

待
受

を
許

可
す

る
報
知

情
報

を
含

む
信

号
を

送
出

す

る
。

 

 

 
 

 
⑷

 
被

検
機
器

か
ら

緊
急

通
報

を
発
信

す
る

操
作

を
行

う
。

 
 

 
 

 
⑸

 
被

検
機
器

が
救

済
網

相
当

シ
ミ
ュ

レ
ー

タ
に

接
続

す
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 
 

 
 

 
⑹

 
救

済
網
相

当
シ

ミ
ュ

レ
ー

タ
か
ら

応
答

を
送

出
す

る
。

 
 

 
 

 
⑺

 
被

検
機

器
が

電
気

通
信

番
号
規

則
別

表
第

九
号

に
規

定
す

る
I
M
S
I
の

情
報

を
含

む
緊

急
通

報
を

発
信

す
る

こ
と

を
確
認

す
る

。
 

 

 
３

 
救

済
網

を
利

用
し
た

緊
急

通
報

を
終
了

後
に

自
網

に
接

続
す

る
機

能
 

 

 
 

㈠
 

測
定

用
機
器

は
、

次
の

と
お

り
と
す

る
。

 
 

 
 

 
⑴

 
自

網
相
当

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

 
 

 
 

 
⑵

 
救

済
網
相

当
シ

ミ
ュ

レ
ー

タ
 

 

 
 

㈡
 

測
定

回
路
ブ

ロ
ッ

ク
図

は
、

以
下
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 

         

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

㈢
 

測
定

手
順
は

、
以

下
の

と
お

り
と
す

る
。

 
 

 
 

 
⑴

 
自

網
相

当
シ

ミ
ュ

レ
ー

タ
か
ら

自
網

で
の

待
受

を
不

許
可

と
す

る
報

知
情

報
を

含
む

信
号

を
送

出
す

 

 

被
検
機
器
 

 

救
済
網
相
当
 

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
 

Ｒ
Ｆ
カ
ッ
プ
リ
ン
グ

 

又
は
コ
ネ
ク
タ
接
続

 

 

被
検
機
器
 

 

自
網
相
当
 

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
 

Ｒ
Ｆ
カ
ッ
プ
リ
ン
グ

 

又
は
コ
ネ
ク
タ
接
続

 

 

救
済
網
相
当
 

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
 



 

4頁 

る
。

 

 
 

 
⑵

 
救

済
網

相
当

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ
か

ら
救

済
網

で
の

待
受

を
不

許
可

と
す

る
報

知
情

報
を

含
む

信
号

を
送

出
す

る
。

 

 

 
 

 
⑶

 
被

検
機
器

が
救

済
網

相
当

シ
ミ
ュ

レ
ー

タ
に

接
続

し
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

 

 
 

 
⑷

 
救

済
網

相
当

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ
か

ら
緊

急
時

用
の

待
受

を
許

可
す

る
報
知

情
報

を
含

む
信

号
を

送
出

す

る
。

 

 

 
 

 
⑸

 
被

検
機
器

か
ら

緊
急

通
報

を
発
信

す
る

操
作

を
行

う
。

 
 

 
 

 
⑹

 
被

検
機
器

が
救

済
網

相
当

シ
ミ
ュ

レ
ー

タ
に

接
続

す
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 
 

 
 

 
⑺

 
自

網
相

当
シ

ミ
ュ

レ
ー

タ
か
ら

自
網

で
の

待
受

を
許

可
す

る
報

知
情

報
を

含
む

信
号

を
送

出
し

、
被

検
機

器
の

緊
急
通

報
を

終
了

す
る

。
 

 

 
 

 
⑻

 
被

検
機
器

が
自

網
相

当
シ

ミ
ュ
レ

ー
タ

に
接

続
す

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

 

 
４

 
救

済
網

名
を

表
示
す

る
機

能
 

 

 
 

㈠
 

測
定

用
機
器

は
、

救
済

網
相

当
シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

と
す

る
。

 
 

 
 

㈡
 

測
定

回
路
ブ

ロ
ッ

ク
図

は
、

以
下
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 

     

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

㈢
 

測
定

手
順
は

、
以

下
の

と
お

り
と
す

る
。

 
 

 
 

 
⑴

 
救

済
網

相
当

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ
か

ら
救

済
網

で
の

待
受

を
許

可
す

る
報
知

情
報

を
含

む
信

号
を

送
出

す

る
。

 

 

 
 

 
⑵

 
被

検
機

器
の

映
像

面
に

救
済
網

の
事

業
者

に
対

応
し

た
表

示
が

さ
れ
、

選
択

が
で

き
る

こ
と

を
確

認

す
る

。
 

 

 
 

 
⑶

 
被

検
機

器
が

救
済

網
相

当
シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

に
接

続
し

、
被

検
機

器
の
映

像
面

に
救

済
網

の
事

業
者

に

対
応

し
た

表
示
が

さ
れ

る
こ

と
を

確
認

す
る
。

 

 

 
５

 
救

済
網

に
接

続
し
た

状
態

で
緊

急
通
報

を
行

う
機

能
 

 

 
 

㈠
 

測
定

用
機
器

は
、

救
済

網
相

当
シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

と
す

る
。

 
 

 
 

㈡
 

測
定

回
路
ブ

ロ
ッ

ク
図

は
、

以
下
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 

      

 

 

被
検
機
器
 

 

救
済
網
相
当
 

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
 

Ｒ
Ｆ
カ
ッ
プ
リ
ン
グ

 

又
は
コ
ネ
ク
タ
接
続

 



 

5頁 

     

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

㈢
 

測
定

手
順
は

、
以

下
の

と
お

り
と
す

る
。

 
 

 
 

 
⑴

 
救

済
網

相
当

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ
か

ら
救

済
網

で
の

待
受

を
許

可
す

る
報
知

情
報

を
含

む
信

号
を

送
出

す

る
。

 

 

 
 

 
⑵

 
被

検
機
器

が
救

済
網

相
当

シ
ミ
ュ

レ
ー

タ
に

接
続

す
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 
 

 
 

 
⑶

 
被

検
機
器

か
ら

緊
急

通
報

を
発
信

す
る

操
作

を
行

う
。

 
 

 
 

 
⑷

 
救

済
網

相
当

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ
か

ら
被

検
機

器
へ

専
用

の
S
I
P
番

号
（
4
0
3
）

及
び

具
体

的
な

緊
急

通
報

の
接

続
先

を
送
信

す
る

。
 

 

 
 

 
⑸

 
被

検
機

器
が

具
体

的
な

緊
急
通

報
の

接
続

先
に
I
M
S
I
の

情
報

を
含

ん
だ

発
信

を
行

い
接

続
す

る
こ
と

を
確

認
す

る
。

 

 

 
６

 
救

済
網

に
接

続
し
た

状
態

で
、

規
制
状

態
で

あ
っ

て
も

緊
急

通
報

を
行

う
機

能
 

 

 
 

㈠
 

測
定

用
機
器

は
、

救
済

網
相

当
シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

と
す

る
。

 
 

 
 

㈡
 

測
定

回
路
ブ

ロ
ッ

ク
図

は
、

以
下
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 

     

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

㈢
 

測
定

手
順
は

、
以

下
の

と
お

り
と
す

る
。

 
 

 
 

 
⑴

 
被

検
機

器
に
挿

入
さ

れ
た

U
S
I
M
内
の
A
C
を

確
認

す
る

。
た

だ
し

、
被

検
機

器
が
U
S
I
M
を

持
た

な
い

場

合
に

は
被

検
機
器

に
登

録
さ

れ
て

い
る

A
C
を
確
認
す

る
。

 

 

 
 

 
⑵

 
救

済
網

相
当

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ
か

ら
救

済
網

で
の

待
受

を
許

可
す

る
報
知

情
報

を
含

む
信

号
を

送
出

す

る
。

 

 

 
 

 
⑶

 
被

検
機
器

が
救

済
網

相
当

シ
ミ
ュ

レ
ー

タ
に

接
続

す
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 
 

 
 

 
⑷

 
⑴

に
よ

っ
て

確
認

し
た

A
C
よ

り
高

い
ク

ラ
ス

の
A
C
に

対
す

る
救

済
網

に
係

る
規

制
情

報
（

A
C
B
及

び

S
S
A
C
に

関
す
る
も

の
）

を
、

救
済

網
相

当
シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

の
報

知
情

報
に

よ
っ

て
報

知
す

る
。

 

 

 
 

 
⑸

 
被

検
機
器

が
発

信
し

な
い

こ
と
を

確
認

す
る

。
 

 

 
 

 
⑹

 
被

検
機
器

か
ら

緊
急

通
報

を
発
信

す
る

操
作

を
行

う
。

 
 

 
 

 
⑺

 
救

済
網

相
当

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ
か

ら
被

検
機

器
へ

専
用

の
S
I
P
番

号
（
4
0
3
）

及
び

具
体

的
な

緊
急

通
報

 

 

被
検
機
器
 

 

救
済
網
相
当
 

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
 

Ｒ
Ｆ
カ
ッ
プ
リ
ン
グ

 

又
は
コ
ネ
ク
タ
接
続

 

 

被
検
機
器
 

 

救
済
網
相
当
 

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
 

Ｒ
Ｆ
カ
ッ
プ
リ
ン
グ

 

又
は
コ
ネ
ク
タ
接
続

 



 

6頁 

の
接

続
先

を
送
信

す
る

。
 

 
 

 
⑻

 
被

検
機
器

が
具

体
的

な
緊

急
通
報

の
接

続
先

に
接

続
す

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

 

 
７

 
救

済
網

に
接
続

し
た

状
態

で
発

信
電
話

番
号

通
知

設
定

又
は

非
通

知
設

定
で

緊
急

通
報

を
行

う
機

能
 

 

 
 

㈠
 

測
定

用
機
器

は
、

救
済

網
相

当
シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

と
す

る
。

 
 

 
 

㈡
 

測
定

回
路
ブ

ロ
ッ

ク
図

は
、

以
下
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 

     

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

㈢
 

測
定

手
順
は

、
以

下
の

と
お

り
と
す

る
。

 
 

 
 

 
⑴

 
救

済
網

相
当

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ
か

ら
救

済
網

で
の

待
受

を
許

可
す

る
報
知

情
報

を
含

む
信

号
を

送
出

す

る
。

 

 

 
 

 
⑵

 
被

検
機
器

が
救

済
網

相
当

シ
ミ
ュ

レ
ー

タ
に

接
続

す
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 
 

 
 

 
⑶

 
被

検
機

器
か

ら
1
8
4
又

は
1
8
6
を
電

気
通
信

番
号

規
則

別
表

第
十

二
号

に
掲

げ
る

緊
急

通
報

番
号

の
先

頭
に

付
加

し
て
緊

急
通

報
を

発
信

す
る

操
作
を

行
う

。
 

 

 
 

 
⑷

 
救

済
網

相
当

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ
か

ら
被

検
機

器
へ

専
用

の
S
I
P
番

号
（
3
8
0
）

及
び

具
体

的
な

緊
急

通
報

の
接

続
先

を
送
信

す
る

。
 

 

 
 

 
⑸

 
被

検
機
器

か
ら

緊
急

通
報

を
発
信

す
る

操
作

を
行

う
。

 
 

 
 

 
⑹

 
救

済
網

相
当

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ
か

ら
被

検
機

器
へ

専
用

の
S
I
P
番

号
（
4
0
3
）

及
び

具
体

的
な

緊
急

通
報

の
接

続
先

を
送
信

す
る

。
 

 

 
 

 
⑺

 
被

検
機
器

が
具

体
的

な
緊

急
通
報

の
接

続
先

に
接

続
す

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

 

 
８

 
救

済
網

に
お

け
る
重

要
通

信
の

確
保

 
 

 
 

㈠
 

測
定

用
機
器

は
、

救
済

網
相

当
シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

と
す

る
。

 
 

 
 

㈡
 

測
定

回
路
ブ

ロ
ッ

ク
図

は
、

以
下
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 

     

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

㈢
 

測
定

手
順
は

、
以

下
の

と
お

り
と
す

る
。

 
 

 
 

 
⑴

 
被

検
機

器
に
挿

入
さ

れ
た

U
S
I
M
内
の
A
C
を

確
認

す
る

。
た

だ
し

、
被

検
機

器
が
U
S
I
M
を

持
た

な
い

場

合
に

は
被

検
機
器

に
登

録
さ

れ
て

い
る

A
C
を
確
認
す

る
。

 

 

 

被
検
機
器
 

 

救
済
網
相
当
 

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
 

Ｒ
Ｆ
カ
ッ
プ
リ
ン
グ

 

又
は
コ
ネ
ク
タ
接
続

 

 

被
検
機
器
 

 

救
済
網
相
当
 

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
 

Ｒ
Ｆ
カ
ッ
プ
リ
ン
グ

 

又
は
コ
ネ
ク
タ
接
続
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⑵

 
救

済
網

相
当

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ
か

ら
救

済
網

で
の

待
受

を
許

可
す

る
報
知

情
報

を
含

む
信

号
を

送
出

す

る
。

 

 

 
 

 
⑶

 
被

検
機
器

が
救

済
網

相
当

シ
ミ
ュ

レ
ー

タ
に

接
続

す
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 
 

 
 

 
⑷

 
⑴

に
よ

っ
て

確
認

し
た

A
C
よ

り
高

い
ク

ラ
ス

の
A
C
に

対
す

る
救

済
網

に
係

る
A
C
B
に

関
す

る
規

制
情

報
を

、
救

済
網
相

当
シ

ミ
ュ

レ
ー

タ
の

報
知
情

報
に

よ
っ

て
報

知
す

る
。

 

 

 
 

 
⑸

 
被

検
機
器

が
発

信
し

な
い

こ
と
を

確
認

す
る

。
 

 

 
 

 
⑹

 
救

済
網

に
係

る
A
C
B
に

関
す

る
規

制
情

報
を

解
除

し
、

⑴
に

よ
っ

て
確

認
し

た
A
C
よ

り
高

い
ク

ラ
ス

の
A
C
に

対
す

る
救

済
網

に
係
る

S
S
A
C
に

関
す
る

規
制

情
報

を
、

救
済

網
相

当
シ

ミ
ュ

レ
ー

タ
の

報
知

情

報
に

よ
っ

て
報
知

す
る

。
 

 

 
 

 
⑺

 
被

検
機
器

が
音

声
発

信
し

な
い
こ

と
及

び
デ

ー
タ

発
信

す
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 
 

 
 

 
⑻

 
救

済
網

に
係

る
S
S
A
C
に

関
す

る
規

制
情
報

を
解

除
し

、
救

済
網

相
当

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

の
報

知
情

報
に

よ
っ

て
報

知
す
る

。
 

 

 
 

 
⑼

 
被

検
機
器

が
発

信
す

る
こ

と
を
確

認
す

る
。

 
 

 
９

 
再

送
抑

制
 

 

 
 

㈠
 

測
定

用
機
器

は
、

救
済

網
相

当
シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

と
す

る
。

 
 

 
 

㈡
 

測
定

回
路
ブ

ロ
ッ

ク
図

は
、

以
下
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 

     

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

㈢
 

測
定

手
順
は

、
以

下
の

と
お

り
と
す

る
。

 
 

 
 

 
⑴

 
被

検
機
器

か
ら

救
済

網
相

当
シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

へ
救

済
網

で
の

待
受

を
求

め
る

信
号

を
送

出
す

る
。

 
 

 
 

 
⑵

 
救

済
網

相
当

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ
が

信
号

を
受

け
取

っ
た

後
、

被
検

機
器

へ
拒

否
す

る
旨

の
信

号
及

び
再

送
間

隔
を

送
出
す

る
。

 

 

 
 

 
⑶

 
被

検
機

器
が

救
済

網
相

当
シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

か
ら

指
定

さ
れ

た
再

送
間

隔
の

間
救

済
網

で
の

待
受

を
求

め
る

信
号

を
再
送

し
な

い
こ

と
を

確
認

す
る
。

 

 

 
 

 
⑷

 
被

検
機
器

か
ら

救
済

網
相

当
シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

へ
救

済
網

で
の

待
受

を
求

め
る

信
号

を
送

出
す

る
。

 
 

 
 

 
⑸

 
救

済
網

相
当

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ
が

信
号

を
受

け
取

っ
た

後
、

被
検

機
器

へ
拒

否
す

る
旨

の
信

号
を

再
送

間
隔

を
含

め
ず
に

送
出

す
る

。
 

 

 
 

 
⑹

 
被

検
機

器
が

、
当

該
被

検
機
器

の
持

つ
再

送
間

隔
の

間
救

済
網

で
の

待
受

を
求

め
る

信
号

を
再

送
し

な
い

こ
と

を
確
認

す
る

。
 

 

 
 

 
⑺

 
⑷

か
ら

⑹
ま
で

と
同

じ
手

順
を
５

回
繰

り
返

し
て

行
う

。
 

 

 
 

 
⑻

 
⑺

の
後

、
被

検
機

器
が

1
2
分

間
救

済
網

で
の

待
受

を
求

め
る

信
号

を
再

送
し

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

 

 

被
検
機
器
 

 

救
済
網
相
当
 

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
 

Ｒ
Ｆ
カ
ッ
プ
リ
ン
グ

 

又
は
コ
ネ
ク
タ
接
続
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⑼

 
被

検
機

器
が

救
済

網
シ

ミ
ュ
レ

ー
タ

に
接

続
し

、
被

検
機

器
か

ら
救

済
網

相
当

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

へ
位

置
登

録
の

更
新
を

求
め

る
信

号
を

送
出

し
た
場

合
に

つ
い

て
、

⑴
か

ら
⑶

ま
で

と
同

様
の

手
順

で
確

認

を
行

う
。

 

 

 
 

 
⑽

 
被

検
機
器

か
ら

救
済

網
相

当
シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

へ
救

済
網

へ
の

接
続

を
求

め
る

信
号

を
送

出
す

る
。

 
 

 
 

 
⑾

 
救

済
網

相
当

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ
が

信
号

を
受

け
取

っ
た

後
、

被
検

機
器

へ
拒

否
す

る
旨

の
信

号
及

び
再

送
間

隔
を

送
出
す

る
。

 

 

 
 

 
⑿

 
被

検
機

器
が

救
済

網
相

当
シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

か
ら

指
定

さ
れ

た
再

送
間

隔
の

後
救

済
網

で
の

待
受

を
求

め
る

信
号

を
再
送

し
、

救
済

網
相

当
シ

ミ
ュ
レ

ー
タ

に
接

続
す

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
下
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
下
線
は
注
記
で
あ
る
。 


